
上水道課　☎（55）7146（ダイヤルイン）　　https://www.city.aisai.lg.jp/

・令和6年4月1日（令和6年6月請求分）から新料金体系を適用します。
・基本料金を、八開地区・佐織地区ともに800円に統一します。
・基本水量（10㎥）を廃止し、基本料金と従量料金（使用した水量に応じた料金）で料金を計算します。

愛西市水道事業では、経費削減などの取組みを継続し、市民の皆様に安心・
安全なおいしい水を将来にわたってお届けするために努めてまいります。
水道料金の改定にご理解・ご協力をお願いします。
今後も広報紙や市ホームページなどで、水道料金についてお知らせしてま
いります。

令和6年4月より八開・佐織地区の
水道料金を改定します

愛西市水道事業は、八開・佐織地区の水道利用者の皆様へ安定した給水サービスの提供に努めていま
す。しかしながら、人口減少に伴う給水収益の低下により、厳しい経営が続いています。また、平成28年
度の料金改定により、八開・佐織地区間の料金体系を同じにしたものの、料金格差は解消されていませ
ん。
水道料金の格差是正を段階的に行うとともに、経営基盤の強化・確立を図り持続性のある水道事業を
運営するため、令和3年度から4年度にかけて水道料金等検討委員会を開催しました。この委員会から提
出された答申書に基づき、令和6年4月より水道料金の改定を行うこととなりました。
（注意）佐屋・立田地区は海部南部水道企業団が給水しており、今回の料金改定の対象外となります。

水道料金改定の経緯

水道料金改定の概要

水道事業は、独立した公営企業会計として、皆様からいただく水道料金の収入をもとに運営していま
す。今後、給水人口の減少による給水収益の減少と、水道管や浄水場の維持管理、更新・改築のための費用
の増嵩から、令和6年度からの5年間で約1億5千万円/年の赤字が見込まれます。

水道事業の経営状況

支出の増加の要因
　市内にある水道管の老朽化を表す指標(老朽化率)は4割を超える高い状態であり、その割合は年々さ
らに増加していく見込みです。また、浄水場は建設から50年近く経過しており、配水池などの主要構造
物は老朽化が進行しています。
　水道管の老朽化が進むと管の破損が起こりやすくなり、漏水や断水事故が起きる可能性が高くなりま
す。近年懸念されている大地震などの災害が発生した場合、長期間の断水につながるおそれがあります。
安定した給水を継続していくためには、計画的な施設の更新・改築が必要です。

佐織中部浄水場　　配水池水道管劣化による漏水状況

※令和6年度以降は予測給水人口 収入額 支出額
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●開　催　日　時　　11 月 4日（土）・11月 5日（日）　※詳しい開催時間は改めてお知らせします。
●開　催　場　所　　文化会館、佐織公民館（展示場所は後日決定します。）
●出　品　資　格　　市内在住・在勤・在学の方
　　　　　　　　　　※1人 1会場への出品に限り、出品点数は 1人 1点（厳守）です。
　　　　　　　　　　※額での出品は、必ず掛けられるようにしてください。
　　　　　　　　　　　大きさは額装を含めて 80㎝×80㎝以内
　　　　　　　　　　※軸装での出品は全体で 45㎝×180㎝以内
●申　し　込　み　　8 月 8日（火）から 9月 13日（水）までに、出品される会場へお申し込みください。

（休館日を除く午前 9時～午後 5時）
　　　　　　　　　　※申し込み期日後の受付は行いませんのでご注意ください。
●作　品　搬　入　　11 月 3日（祝）
●作　品　搬　出　　11 月 5日（日）
　　　　　　　　　　※搬入・搬出の時間は改めてお知らせします。
●問い合わせ先　　生涯学習課 ☎（55）7137　佐織公民館 ☎（26）1123
※休館日は、広報カレンダーのページをご覧ください。

市文化協会加入団体募集
文化協会では新規に加入される団体を随時募集しています。
●加入条件：市内在住、もしくは在勤する者をもって組織する団体で主たる活動の場所が市内（1年以

上活動）であるおおむね 10人以上の団体（原則）　ほか

11月4日（土）
5日（日）開催

●文化祭・作品展　出品者募集！！

●文化祭・芸能発表会　出演者募集!!
●開　催　日　時　　11 月 4日（土）（佐織公民館）

11月 4日（土）（文化会館）　　※詳しい開催時間は改めてお知らせします。
●出　演　資　格　　市内在住・在勤・在学の方で組織編成されたグループ（2人以上）

※複数グループに所属している場合は、1人 2回までに限ります。
●出　演　時　間　　各会場　1グループおおむね 13分（準備・片付けを含む）

（出演時間は後日決定します。）　※1グループ 1会場への出演に限ります。
●出　場　団　体　　各会場　10グループ以内
●申　し　込　み　　8 月 8日（火）から 9月 3日（日）までに、出演される
　　　　　　　　　　会場へお申し込みください。

（休館日を除く午前 9時～午後 5時）
※申し込み期日後の受付は行いませんのでご注意ください。
※申込み多数の場合は抽選となります。

●問い合わせ先　　生涯学習課 ☎（55）7137　佐織公民館 ☎（26）1123
※休館日は、広報カレンダーのページをご覧ください。

生涯学習課　☎（55）7137

※出品者・出演者は、必要に応じて文化祭の協力を求められます。
※やむを得ない事情が発生した際は、変更となる場合があります。

※詳しい条件や手続きについては、生涯学習課へお問い合わせください。

愛西市では、長期化するコロナ禍による影響に加え、エネルギー等物価の高騰により
厳しい経営環境におかれている製造業者・施設園芸農業者・畜産業者を支援します。

エネルギー等物価高騰対策
支援事業について

お問合せ
産業振興課☎（55）7128（平日：午前8時30分～午後5時15分）

申請書に添付書類を添えて愛西市役所産業建設部産業振興課もしくは郵送にて申請をしてください。

申請方法

提出書類
●愛西市エネルギー等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）★
●愛西市エネルギー等物価高騰対策支援金の申請に関する誓約・同意書★
●製造業、施設園芸、畜産業のいずれかを営んでいることがわかるもの
　　個人の場合…令和４年分確定申告書の写し、令和４年分青色申告決算書の写しもしくは令和４年分
　　　　　　　　収支内訳書の写し等
　　法人の場合…法人市民税の申告書の写し、決算書の写し等（直近のものとする）
●個人事業者もしくは法人名義の通帳の写し（金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人（漢字、
　フリガナ）の項目が確認できる部分）

★を付したものは、愛
西市のHPからダウン
ロードもしくは受付場
所で取得可能です。

製造業者・施設園芸農業者
畜産業者

対象者

受付期間

支援金

※上記の期間の土日祝日を除く。 郵送の場合は
　令和5年10月31日(火)消印有効とする。

令和5年8月1日(火)～令和5年10月31日(火)
午前8時30分から午後5時15分まで

10万円

令和5年1月1日現在製造業、施設園芸農業、畜産業のいずれかを営んでおり、今後も引き続き事業を継続する意思のある
個人、法人で中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)における「中小企業者」および「小規模企業者」をいう。

●政治団体、宗教上の組織または団体
申請事業者の代表者役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、愛西市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員ま
たは暴力団関係者に該当する者。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が､申請事業者の経営に事実上参画している場合。
●中小企業基本法上の「会社」に該当しないもの
例えば、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、財団法人、学校法人、組合(農業協同組合、生活協同組合､中小企業等
協同組合法に基づく組合)、農業法人は会社法上の会社形態 (株式会社等)であれば対象となる。

交付要件 全業種共通要件

※次の条件に当てはまる場合は、本支援金の対象外となります。

製造業を営む者の要件

施設園芸農業を
営む者の要件

● 施設園芸品を販売していること
● 施設園芸の経営面積が
　5a以上であること

畜産業を営む者の要件 ● 畜産品を販売していること

個人の場合 法人の場合

個人事業者の住所が
愛西市内にあること

事務所等の所在地が
愛西市内にあること
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